
様式第２号の２号（農産物）（第７条・第１２条関係）

＜記入上の注意＞

取扱い工程
精米工程

仕上げ茶工程
生産工程管理区分︓ 栽培・収穫工程

申請品目リスト（農産物）

※３ 生産工程の委託状況︓認証の対象となる生産工程に直接関わる作業の一部を外部の組織に委託している場合、その作業名を
記載する。

2

品目名※1︓

委託作業名︓

委託作業名︓

  特定の品種、栽培方法、栽培施設のみを認証の対象とする
 （                              ）

※１ 品目名 ︓別添「品目名一覧（農産物・畜産物・林産物・水産物）」に記載のあるものは、「代表表記」又は「他の表記」
に記載された名称を記載する。

※２ 商標名等︓品目名に記載した名称とは異なる名称（商標名、商品名等）を認証書に記載する必要がある場合に記載する。

特記事項︓
該当する項目にチェックを入れ、

内容を（ ）に記載※４

    収穫より後の工程において認証品と非認証品の区分管理が困難

    収穫より後の工程において認証品と非認証品の区分管理が困難

    収穫より後の工程において認証品と非認証品の区分管理が困難

特記事項︓
該当する項目にチェックを入れ、

内容を（ ）に記載※４   特定の品種、栽培方法、栽培施設のみを認証の対象とする
 （                              ）

特記事項︓
該当する項目にチェックを入れ、

内容を（ ）に記載※４

※４ 特記事項︓生産する複数の品種のうち特定の品種のみを認証対象とする場合、特定の栽培方法及び栽培施設のみを認証の対
象とする場合にその内容を記載する。

1 生産工程の委託状況※３︓

品目名※1︓ 商標名等※2︓

生産工程管理区分︓ 栽培・収穫工程 取扱い工程
精米工程

仕上げ茶工程

米

大豆 商標名等※2︓

生産工程の委託状況※３︓ 収穫・乾燥・調製

  特定の品種、栽培方法、栽培施設のみを認証の対象とする
 （                              ）

3

品目名※1︓ 商標名等※2︓

生産工程管理区分︓ 栽培・収穫工程 取扱い工程
精米工程

仕上げ茶工程

生産工程の委託状況※３︓ 委託作業名︓

商標名を記載する場合は、

商標登録している範囲を確認

し、正確に記入します

どこまでが認証の範囲なのか確認し、チェックを入れます

各工程の範囲は、（別添）用語一覧を参考にします

生産工程の一部を外部へ委託して

いる場合に記入します

該当する項目にチェックを入れます

（農産物記入例）

品目ごとに記入します


